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審査経験・実績の反映による規制基準の継続的な改善に係る公開会合でのコメント対応について 

 

○実用発電用原子炉及びその付属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈 変更前後比較表 

変
更
前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更理由】 

本ガイドの上位規定は、（使用中の亀

裂等に破壊の防止）技術基準規則の

解釈第 56条の 1であり、ここでは、SA

クラス１、２機器を対象とした規定とな

っている。このため、下位規定の本ガイド

上で SA クラス３機器までを範囲に含め

ることは適切ではなかったため、上記の

通り、見直し案の記載を適正化する。 

また、準用にあたっての成立性について

は、すでに再稼働プラントにおいては運

用も開始しており、問題ないこと確認し

ている。 

 

 

【参考】：技術基準解釈 
第 55条 
（材料及び構造） 

※SA クラス 1～３が適用範囲 

 
第 56条 
（使用中の亀裂等による破壊の防止） 
※SA クラス 1,2が適用範囲 

 
第 58条 
（耐圧試験等） 
※SA クラス 1～３が適用範囲 

変
更
後 
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○実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 変更前後比較表 

変
更
前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更理由】 

PWR は本ガイドの評価条件の通り、評価対象

の停止期間を「原子炉運転停止の過程におけ

る主発電機の解列から、原子炉起動の過程に

おける主発電機の併列まで」としている。 

一方、BWR については、『原子力学会標準「原

子力発電所の停止状態を対象とした確率論的

安全評価に関する実施基準（レベル１PSA

編）：2010」 』※における停止期間と同じ

「原子炉停止過程における復水器真空破壊の

時点から原子炉起動過程における制御棒引き

抜き開始の時点まで」としての審査実績があり、

これをガイドに反映頂きたいものである。 

ガイド見直し案は変更ないが、変更理由の記載

を適正化させて頂く。 

 

【参考】：原子力学会標準※ 
5 プラント状態（POS）の分類 
 5.2 評価対象期間の設定 
＜ＰＷＲの場合＞ 
高温停止から低温停止に以降する間におけ
るＥＣＣＳの自動起動信号ブロックの時点
から原子炉起動過程における同ブロック解除
の時点まで 

＜ＢＷＲの場合＞ 
原子炉停止過程における復水器真空破壊
の時点から原子炉起動過程における制御棒
引き抜き開始の時点まで 

変
更
後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


